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キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
と
世
界
文
化
遺
産

田
　
　
村 

　
　
俊
　
　
之

千
歳
市
史
編
集
委
員
会
専
門
部
員

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
四
年
八
月
の
新
聞
に
、
千
歳
市
の
「
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
」
が
、
北
海
道
と

青
森
県
・
秋
田
県
・
岩
手
県
が
合
同
で
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
す
「
北
海
道
・

北
東
北
を
中
心
と
す
る
縄
文
遺
跡
群
」（
以
下
「
縄
文
遺
跡
群
」）
を
構
成
す
る
遺
跡
に

追
加
さ
れ
る
見
込
み
と
の
小
さ
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
同
年
九
月
、
世
界
文
化
遺
産

の
審
査
を
行
う
国
際
機
関
の
海
外
の
専
門
家
が
、
周
堤
墓
群
の
現
地
視
察
を
行
っ
た
。

　

同
年
十
二
月
、
北
海
道
と
東
北
三
県
が
設
置
し
て
い
る
縄
文
遺
跡
群
世
界
遺
産
登
録

推
進
本
部
は
、
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
を
正
式
に
縄
文
遺
跡
群
に
追
加
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
千
歳
の
遺
跡
が
世
界
文
化
遺
産
登
録
へ
の
歩
み
を
公
式
に
踏

み
出
し
た
の
で
あ
る
。
順
調
に
行
け
ば
、千
歳
市
に
お
い
て
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）

年
に
世
界
文
化
遺
産
が
誕
生
す
る
。

　

し
か
し
、
世
界
遺
産
登
録
へ
の
道
の
り
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
見
通
し

が
明
る
い
わ
け
で
も
な
い
。
楽
観
で
き
な
い
現
状
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
キ
ウ
ス

周
堤
墓
群
と
世
界
文
化
遺
産
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
今
後
の
遺
産
登
録
に
向

け
た
手
順
や
こ
れ
ま
で
の
国
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
の
詳
細
な
情
報
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
刊
行
の
本
誌
18

号
や
千
歳
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
広
報
資
料
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）『
国
指
定
史
跡　

キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
』、『
広
報
ち
と
せ
』
平
成
二
十
六
年
七
月
十
日
号
な
ど
、
様
々
な
紹

介
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
割
愛
し
、
少
し
視
点
を
変
え
て
見
て
い
き
た
い
と

思
う
。

キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
の
発
見
と
保
存
の
功
労
者

　

キ
ウ
ス
の
語
源
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
キ
ウ
シ　

ki-us-i

（
カ
ヤ
・
の
群
生
す
る
・
所
）

と
い
う
地
名
で
あ
る
。
周
堤
墓
群
の
近
く
に
は
小
さ
な
流
れ
だ
が
キ
ウ
ス
川
が
あ
る
。

カ
ヤ
は
ア
イ
ヌ
の
家
づ
く
り
な
ど
に
必
要
不
可
欠
な
植
物
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
の
湿

地
に
良
質
な
カ
ヤ
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
た
こ
と
か
ら
地
名
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

周
堤
墓
と
は
、
周
り
に
土
手
（
堤
）
が
め
ぐ
っ
て
い
る
お
墓
と
い
う
外
見
の
特
徴
に

よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。
名
称
の
経
緯
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

発
見
は
明
治
時
代
で
あ
る
。
当
時
、
北
海
道
庁
の
嘱
託
で
あ
っ
た
郷
土
史
研
究
家
の

河
野
常
吉
が
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
遺
跡
と
し
て
初
め
て
確
認
し
、
次
の
よ

う
に
記
録
し
て
い
る
。「
キ
ウ
シ
の
竪
穴　

キ
ウ
ス
川
の
□
□
に
て
、
道
路
側
に
大
な

る
竪
穴
数
個
あ
り
。
其
中
一
個
は
、
道
路
其
中
央
を
貫
け
り
。
皆
丸
形
に
て
直
径
は
十

間
以
上
も
あ
り
。」
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
も
調
査
を
行
い
、
図
１
に
示
す
見
取

り
図
を
残
し
て
い
る
。
河
野
は
そ
の
規
模
の
大
き
さ
や
地
表
で
観
察
、
道
内
の
ほ
か
の

遺
跡
と
の
比
較
か
ら
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
造
営
し
た
チ
ャ
シ
（
砦
）
址
と
推
測
し
た
。

　

河
野
は
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
長
野
県
で
生
ま
れ
、
明
治
・
大
正
期
の
北
海
道

研
究
家
で
あ
る
。
様
々
な
分
野
の
調
査
研
究
で
功
績
を
残
し
て
い
る
が
、
開
拓
が
進
む

中
で
次
々
に
姿
を
消
す
遺
跡
に
接
し
、
北
海
道
に
お
け
る
遺
跡
・
遺
物
の
保
存
に
強
い

関
心
と
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
保
存
に
つ
い
て
は
実
物
保
存
と
記
録
保
存
の
二
通
り

で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、
さ
ら
に
遺
跡
の
公
有
化
、
遺
物
の
博
物
館
や
小
学
校
で
の
活

用
、
消
滅
す
る
遺
跡
の
記
録
を
残
す
こ
と
が
必
要
と
説
い
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
残
す

べ
き
遺
跡
と
し
て
「
千
歳
の
砦
（
千
歳
村
）」
と
称
し
て
現
在
の
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
を

挙
げ
て
い
る
。
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
の
札
幌
支
庁
の
公
文
書
に
は
千
歳
の
チ
ャ
シ

は
官
有
地
で
あ
り
、「
チ
ャ
シ
コ
ツ
」
と
記
し
た
標
柱
が
立
っ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　

既
に
こ
の
当
時
か
ら
周
堤
墓
群
が
立
地
す
る
土
地
は
開
拓
に
は
供
さ
れ
ず
、
公
的
に
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保
存
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
も
史
跡
指
定
地
は
、
一
部
の
私
有
地
を

除
き
、
そ
の
大
部
分
が
北
海
道
財
務
局
の
所
管
す
る
国
有
地
で
あ
る
。

　

河
野
の
遺
跡
・
遺
物
に
対
す
る
考
え
方
は
、
現
在
の
埋
蔵
文
化
財
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
や
対
応
と
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
発
見
当
時
の

様
子
を
見
る
と
、
周
堤
墓
群
が
今
日
ま
で
残
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
河
野
の
洞
察
力
や

先
見
性
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

遺
跡
は
昭
和
五
年
に
天
然
記
念
物
法
に
よ
り
仮
指
定
を
受
け
た
が
、
昭
和

二
十
五
年
に
は
新
法
で
あ
る
文
化
財
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
仮
指
定
が
失
効
し
た
。

三
十
九
・
四
十
年
に
行
わ
れ
た
部
分
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
縄
文
時
代
の
墓
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
四
十
三
年
に
北
海
道
指
定
の
史
跡
に
な
り
、
五
十
四
年
に
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

深
ま
る
理
解
と
謎
　
‐
チ
ャ
シ
か
ら
墓
へ
‐

　

巨
大
な
遺
跡
の
正
体
は
大
き
な
謎
だ
っ
た
が
、
そ
の
解
明
は
、
先
ず
巨
大
な
地
上
の

構
造
物
と
い
う
視
覚
的
な
観
点
か
ら
始
ま
っ
た
。
当
時
の
北
海
道
で
唯
一
比
較
が
で
き

る
大
規
模
な
遺
跡
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
土
手
と
壕
が
巡
る
チ
ャ
シ

（
砦
）
跡
だ
っ
た
。
河
野
も
チ
ャ
シ
跡
と
推
察
し
、
そ
の
後
の
研
究
も
チ
ャ
シ
跡
あ
る

い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
の
見
解
が
多
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
鹿
な
ど
の
獲
物
を

追
い
込
む
た
め
に
造
ら
れ
た
施
設
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
三
十
九
・
四
十
年
に
行
わ
れ
た
部
分
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
縄
文

時
代
の
墓
が
見
つ
か
り
、土
手
で
囲
ま
れ
た
縄
文
時
代
の
墓
地
「
環
状
土
籬
（
か
ん
じ
ょ

う
ど
り
）」で
あ
る
と
報
告
さ
れ
た
。
こ
の「
環
状
土
籬
」と
い
う
名
称
は
河
野
広
道（
註

１
）
が
、
斜
里
町
で
の
縄
文
時
代
の
お
墓
の
調
査
の
折
に
、
環
状
に
巡
っ
た
人
工
の
土

塁
の
印
象
を
環
状
石
籬
（
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
）
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
せ
て
「
石
」

を
「
土
」
に
置
き
換
え
て
用
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、「
キ
ウ
ス
の
環
状
土
籬
群
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
十
四
年
、
国

か
ら
史
跡
の
指
定
を
受
け
る
際
に
、
文
化
庁
か
ら
一
般
の
人
が
ど
ん
な
遺
跡
な
の
か
を

理
解
し
や
す
い
名
称
に
と
の
要
請
が
あ
り
、提
案
が
あ
っ
た
の
が「
周
堤
墓
」で
あ
っ
た
。

　

以
後
、
環
状
土
籬
及
び
同
様
の
も
の
を
「
周
堤
墓
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
な
お
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
「
環
状
周
堤
墓
」
や
、
竪
穴
が
墓
域
の
主

体
と
の
こ
と
か
ら
「
竪
穴
墓
域
」
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
代
以
降
、
恵
庭
市
内
の
道
央
自
動
車
道
建
設
工
事
、
千
歳
市
内
の
新
千

歳
空
港
建
設
、
道
東
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
周
堤
墓
の
調
査

例
が
急
増
し
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

同
時
に
、
な
ぜ
巨
大
な
周
堤
墓
群
が
造
ら
れ
た
の
か
、
な
ぜ
千
歳
地
域
を
中
心
と
す

る
石
狩
低
地
帯
南
西
部
に
集
中
す
る
の
か
、
出
現
と
消
滅
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
な
ぜ
円
形

な
の
か
、
な
ぜ
伸
展
葬
な
の
か
な
ど
、
多
く
の
疑
問
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

図１　河野常吉の記したキウス周堤墓群の見取り図
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（
註
１
）
河
野
常
吉
の
子
で
あ
り
、
考
古
学
・
民
族
学
・
昆
虫
学
な
ど
父
と
同
様
に
幅
広
く
北

海
道
を
研
究
し
た
。
千
歳
市
内
に
お
い
て
も
発
掘
調
査
を
実
施
。
北
海
道
大
学
・
北
海

道
教
育
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
に
北
海
道
文
化
賞
を
受
賞
。

世
界
文
化
遺
産
と
は

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
世
界
遺
産
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
ど
ん
な
基
準
で
選
ば
れ
る
の
か

な
ど
、
世
界
遺
産
に
つ
い
て
基
本
的
な
理
解
を
深
め
る
た
め
の
説
明
を
行
っ
て
い
く
。

　

昭
和
四
十
七
年
、
国
際
連
盟
の
専
門
機
関
で
あ
る
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関

（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
：
ユ
ネ
ス
コ
）
の
第
一
七
回
総
会
で
、「
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
を

人
類
全
体
の
た
め
の
遺
産
と
し
て
損
傷
、
破
壊
等
の
脅
威
か
ら
保
護
し
、
保
存
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
国
際
的
な
協
力
及
び
援
助
の
体
制
を
確
立
す
る
こ

と
」
を
目
的
に
、「
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
（
世
界

文
化
遺
産
条
約
）」
採
択
さ
れ
、
五
十
年
（
一
九
七
三
）
に
発
効
し
た
。
こ
の
条
約
に

よ
り
遺
産
を
評
価
し
世
界
遺
産
に
認
定
す
る
活
動
が
始
ま
っ
た
。契
機
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
六
〇
年
代
に
エ
ジ
プ
ト
で
起
き
た
ア
ス
ワ
ン
・
ハ
イ
・
ダ
ム
建
設
に
伴
う
ア
ブ
・

シ
ン
ベ
ル
神
殿
水
没
の
危
機
で
あ
っ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
は
、
水
没
を
免
れ
な
い
神
殿
を
救

う
た
め
国
際
的
な
活
動
を
行
い
、
大
規
模
な
移
築
工
事
を
成
功
さ
せ
た
。
こ
の
活
動
が

き
っ
か
け
で
遺
跡
や
自
然
を
保
護
す
る
た
め
の
世
界
遺
産
が
創
設
さ
れ
た
。

　

平
成
二
十
六
年
七
月
現
在
、
一
九
一
ヵ
国
が
こ
の
条
約
に
参
加
し
て
い
る
。
日
本
の

加
入
は
や
や
遅
い
感
は
あ
る
が
、
平
成
四
年
に
一
二
五
番
目
の
加
盟
国
と
し
て
条
約
を

締
結
し
、
す
で
に
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
。

　

世
界
遺
産
は「
文
化
遺
産
」・「
自
然
遺
産
」・
文
化
と
自
然
を
兼
ね
備
え
た「
複
合
遺
産
」

の
三
種
類
が
あ
り
、
有
形
の
不
動
産
が
そ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
世
界
遺
産
登
録
ま
で
の
大
き
な
流
れ
だ
が
、
ま
ず
各
条
約
締
結
国
は
、
自
国

の
文
化
遺
産
や
自
然
遺
産
の
中
か
ら
特
に
価
値
を
有
す
る
推
薦
条
件
の
整
っ
た
遺
産

を
ユ
ネ
ス
コ
の
「
世
界
遺
産
委
員
会
」（
条
約
締
結
国
二
一
ヵ
国
の
代
表
に
よ
り
構
成
）

に
推
薦
す
る
。
推
薦
を
受
け
た
委
員
会
は
、
専
門
機
関
に
よ
る
調
査
を
行
う
。
文
化
遺

産
は
「
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
」、自
然
遺
産
は
「
国
際
自
然
保
護
連
合
」
が
調
査
す
る
。

委
員
会
は
、
調
査
の
報
告
を
受
け
て
そ
の
中
か
ら
全
世
界
的
な
視
点
に
立
っ
て
「
顕
著

な
普
遍
的
価
値
」
を
も
つ
と
判
断
し
た
遺
産
を
決
定
し
、「
世
界
遺
産
一
覧
表
」
に
記

載
す
る
。
こ
の
一
覧
表
に
載
る
こ
と
で
世
界
遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
記
載
数
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
現
在
で
、
文
化
遺
産
七
七
九
件
、
自
然
遺
産

一
九
七
件
、
文
化
と
自
然
の
複
合
遺
産
三
一
件
の
合
計
一
〇
〇
七
件
に
達
し
て
い
る
。

　

日
本
は
文
化
遺
産
一
四
件
と
自
然
遺
産
四
件
が
あ
る
。
北
海
道
で
は
平
成
十
七
年
に

「
知
床
」
が
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
最
近
で
は
二
十
三
年
に
岩
手
県
平
泉
の
「
仏
国

土
（
浄
土
を
表
す
建
築
・
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺
跡
群
）
が
、
二
十
五
年
に
「
富
士
山
」

が
、
二
十
六
年
に
「
富
岡
製
糸
工
場
と
絹
産
業
遺
産
群
」
が
そ
れ
ぞ
れ
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
て
い
る
。

　

世
界
で
は
イ
タ
リ
ア
が
最
多
の
五
〇
件
で
あ
り
、
中
国
が
四
七
件
で
続
く
。
日
本
は

一
八
件
で
一
三
番
目
の
遺
産
数
で
あ
る
。

文
化
遺
産
の
選
定
の
た
め
の
評
価
基
準

　

世
界
文
化
遺
産
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
次
の
六
つ
の
評
価
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
少
々
固
い
文
面
だ
が
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
が
開
示
し
て
い
る
基
準
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
（
ⅰ
）　

人
間
の
創
造
的
才
能
を
表
す
傑
作
で
あ
る
。

　
（
ⅱ
）　

建
築
、
科
学
技
術
、
記
念
碑
、
都
市
計
画
、
景
観
設
計
の
発
展
に
重
要
な
影

響
を
与
え
た
、
あ
る
期
間
に
わ
た
る
価
値
観
の
交
流
又
は
あ
る
文
化
圏
内
で
の

価
値
観
の
交
流
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
（
ⅲ
）　

現
存
す
る
か
消
滅
し
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
文
化
的
伝
統
又
は
文
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明
の
存
在
を
伝
承
す
る
物
証
と
し
て
無
二
の
存
在（
少
な
く
て
も
稀
有
な
存
在
）

で
あ
る
。

　
（
ⅳ
）　

歴
史
上
の
重
要
な
段
階
を
物
語
る
建
築
物
、
そ
の
集
合
体
、
科
学
技
術
の
集

合
体
、
あ
る
い
は
景
観
を
代
表
す
る
顕
著
な
見
本
で
あ
る
。

　
（
ⅴ
）　

あ
る
ひ
と
つ
の
文
化
（
ま
た
は
複
数
の
文
化
）
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
伝
統

的
居
住
形
態
も
し
く
は
陸
上
・
海
上
の
土
地
利
用
形
態
を
代
表
す
る
顕
著
な
見

本
で
あ
る
。
又
は
、
人
類
と
環
境
と
の
ふ
れ
あ
い
を
代
表
す
る
顕
著
な
見
本
で

あ
る
（
特
に
不
可
逆
的
な
変
化
に
よ
り
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
も
の
）。

　
（
ⅵ
）　

顕
著
な
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
出
来
事
（
行
事
）、
生
き
た
伝
統
、
思
想
、

信
仰
、
芸
術
的
作
品
、
あ
る
い
は
文
学
的
作
品
と
直
接
ま
た
は
実
質
的
関
連
が

あ
る
（
こ
の
基
準
は
他
の
基
準
と
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）。

参
考
ま
で
に
自
然
遺
産
の
評
価
基
準
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
ⅶ
）　

最
上
級
の
自
然
現
象
、
又
は
類
ま
れ
な
自
然
美
、
美
的
価
値
を
有
す
る
地
域

を
包
含
す
る
。

　
（
ⅷ
）　

生
命
進
化
の
記
録
や
地
形
形
成
に
お
け
る
重
要
な
進
行
中
の
地
質
学
的
過

程
、
あ
る
い
は
重
要
な
地
形
学
的
又
は
自
然
地
理
学
的
特
徴
と
い
っ
た
、
地
球

の
歴
史
の
主
要
な
段
階
を
代
表
す
る
顕
著
な
見
本
で
あ
る
。

　
（
ⅸ
）　

陸
上
・
淡
水
域
・
沿
岸
・
海
洋
の
生
態
系
や
動
植
物
群
集
の
進
化
、
発
展
に

お
い
て
、
重
要
な
進
行
中
の
生
態
学
的
過
程
又
は
生
物
学
的
過
程
を
代
表
す
る

顕
著
な
見
本
で
あ
る
。

　
（
ⅹ
）　

学
術
上
又
は
保
全
上
顕
著
な
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る

種
の
生
息
地
な
ど
、
生
物
多
様
の
生
息
域
内
保
存
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
自
然

の
生
息
地
を
包
含
す
る
。

　

世
界
遺
産
に
選
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
以
上
の
評
価
基
準
の
い
ず
れ
か
（
複
数
で
も

可
）
に
合
致
す
る
と
と
も
に
、
真
実
性
や
安
全
性
の
条
件
を
満
た
し
、
推
薦
国
の
国
内

法
に
よ
っ
て
適
切
な
保
護
管
理
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
実
際
の
評
価
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
世
界
各
国
の
分
野
別
専
門
家
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
の
「
世
界
記
念
物
遺
跡
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

Ｓ
：
イ
コ
モ
ス
）」
が
実
施
す
る
。
各
国
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
推
薦
書
や
現
地
調
査
を

踏
ま
え
て
審
査
を
行
い
、「
記
載
（
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
す
る
も
の
）」・「
情
報
照

会
（
追
加
情
報
を
提
出
を
求
め
次
回
以
降
に
再
審
議
）」・「
記
載
延
期
（
推
薦
書
の
再

提
出
後
に
再
審
査
が
必
要
）」・「
不
記
載
（
記
載
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
）」
の
四
区

分
で
評
価
結
果
を
世
界
遺
産
委
員
会
に
勧
告
す
る
。
勧
告
を
受
け
て
世
界
遺
産
委
員
会

は
先
の
四
区
分
で
決
議
を
行
い
登
録
の
可
否
を
決
定
す
る
。

　

特
に
不
記
載
の
決
議
を
受
け
た
資
産
は
、
原
則
的
に
再
推
薦
は
不
可
と
な
り
世
界
遺

産
へ
の
道
は
な
く
な
る
。
日
本
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
に
推
薦
書
を
提
出
し
た
「
武

家
の
古
都
・
鎌
倉
」
は
、
イ
コ
モ
ス
か
ら
「
不
記
載
」
の
勧
告
が
あ
り
、
日
本
は
推
薦

を
取
り
下
げ
た
。
こ
れ
は
世
界
遺
産
委
員
会
で
の
不
記
載
の
採
決
を
避
け
、
再
推
薦
が

不
可
能
に
な
る
事
態
を
回
避
す
る
た
め
の
処
置
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
十
五
年
六

月
に
推
薦
書
を
提
出
し
た
「
富
士
山
」
は
、イ
コ
モ
ス
の
勧
告
で
は
富
士
山
だ
け
が
「
記

載
」
と
さ
れ
た
が
、世
界
記
念
物
遺
産
会
議
で
の
採
決
で
「
三
保
松
原
」
も
含
め
て
「
記

載
」と
決
議
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
が
行
っ
た
ロ
ビ
ー
活
動
の
成
果
と
言
わ
れ
て
い
る
。

世
界
文
化
遺
産
へ
手
順

　

世
界
遺
産
と
し
て
記
載
さ
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
国
内
で
遺
産
候
補
と
し
て
認
め
ら

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
世
界
遺
産
は
、
日
本
で
は
文
部
科
学
省
の
文
化
庁
が
所
管

す
る
事
柄
で
あ
り
、
国
の
「
世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
」
に
記
載
さ
れ
て
初
め
て
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
立
て
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
歩
は
地
方
自
治
体
（
都
道
府
県
市
町
村
）
が
資
産
を
掲
げ
、
世
界
遺
産
を

目
指
し
た
い
と
手
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
当
然
、
先
の
選
定
基
準
を
満
た
す
も
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の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
道
府
県
を
中
心
に
取
り
ま
と
め
、
文
化
庁
に
働
き
か

け
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
手
順
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①　

自
治
体
か
ら
の
協
議
・
提
案
。
こ
の
こ
と
に
至
る
ま
で
に
文
化
庁
と
自
治
体
は

様
々
な
相
談
や
調
整
を
行
う
。

　

②　

文
化
庁
は
自
治
体
か
ら
提
案
の
あ
っ
た
資
産
に
つ
い
て
文
化
審
議
会
の
専
門
分

科
会
で
世
界
遺
産
に
相
応
し
い
も
の
か
否
を
審
査
し
選
定
す
る
。
こ
の
過
程
で

評
価
基
準
に
合
致
す
る
か
否
か
の
検
証
と
と
も
に
、
説
得
力
の
あ
る
説
明
、
情

報
や
資
産
の
追
加
・
整
理
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。

　

③　

選
定
さ
れ
た
資
産
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
「
世
界

遺
産
暫
定
一
覧
表
」
に
記
載
さ
れ
る
。

　

④　

国
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
に
推
薦
す
る
た
め
の
推
薦
準
備
作
業
。「
顕
著
な
普
遍
的
な

価
値
」
の
証
明
や
国
内
で
の
万
全
な
保
護
処
置
な
ど
、
選
定
基
準
の
条
件
を
整

え
る
。
例
え
ば
史
跡
指
定
や
土
地
の
公
有
化
、
保
存
管
理
計
画
の
策
定
な
ど
が

あ
る
。
推
薦
書
案
を
作
成
す
る
。
平
成
二
十
四
年
に
文
化
審
議
会
は
「
世
界
文

化
遺
産
推
薦
書
暫
定
版
・
正
式
版
に
関
す
る
準
備
状
況
の
判
断
基
準
」
を
示
し

た
。

　

⑤　

国
に
よ
る
推
薦
資
産
の
決
定
。「
世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
」
の
中
か
ら
一
件
だ

け
選
定
す
る
（
原
則
と
し
て
一
国
か
ら
一
年
に
一
件
）。
文
化
庁
の
文
化
審
議

会
文
化
財
分
科
会
の
決
定
（
七
月
頃
）
の
後
、
世
界
遺
産
関
係
省
庁
連
絡
会
議

に
お
い
て
政
府
の
決
定
が
な
さ
れ
る
。

　

⑥　

国
か
ら
推
薦
書
（
暫
定
版
）
を
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
（
九
月
三
十
日
締
切
）。

　

⑦　

国
か
ら
推
薦
書
（
正
式
版
）
を
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
（
翌
年
二
月
一
日
締
切
）。

　

⑧　

イ
コ
モ
ス
の
現
地
調
査
お
よ
び
審
査
（
約
一
年
半
の
審
査
期
間
）
と
評
価
結
果

の
勧
告
（
例
年
五
月
）。

　

⑨　

世
界
遺
産
委
員
会
で
審
査
・
登
録
の
可
否
を
決
定
（
翌
年
六
月
頃
開
催
）。

　

現
在
、
世
界
遺
産
数
が
千
件
を
超
え
る
状
況
に
あ
り
、
イ
コ
モ
ス
の
調
査
・
審
査
の

厳
し
さ
が
増
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

国
内
の
世
界
文
化
遺
産
推
薦
の
動
き

　

現
在
、
世
界
文
化
遺
産
は
各
国
一
年
に
一
件
の
推
薦
枠
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
世

界
遺
産
の
数
や
、
推
薦
数
が
急
増
し
て
き
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た

め
国
内
で
の
推
薦
枠
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

現
時
点
で
国
の
世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
（
日
本
が
今
後
推
薦
す
る
候
補
資
産
の
リ
ス

ト
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
資
産
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
既
存
世
界
遺
産
の
範

囲
拡
張
に
伴
う
物
件
は
除
い
て
い
る
。
④
は
今
年
七
月
に
、
⑦
は
昨
年
推
薦
が
決
定
し

て
い
る
。
現
在
は
、
推
薦
が
決
定
し
た
二
件
を
除
き
「
縄
文
遺
跡
群
」
を
含
め
八
件
が

エ
ン
ト
リ
ー
し
て
い
る
。
記
載
か
ら
す
で
に
二
〇
年
以
上
経
過
し
た
候
補
も
あ
り
、
世

界
遺
産
の
推
薦
枠
を
獲
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

表
１
に
示
す
よ
う
に
、
平
成
二
十
七
年
の
推
薦
に
選
定
さ
れ
た
の
は
「
明
治
日
本
の

産
業
革
命
遺
産　

九
州
・
山
口
と
関
連
地
域
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
定
に
当
た
り
、
国

が
従
来
と
は
異
な
る
方
法
で
選
考
を
行
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
世
界
遺
産
の
推
薦
は
、
文
化
庁
所
管
の
文
化
審
議
会
（
専
門
委
員
会
）
に

お
い
て
、
文
化
遺
産
の
専
門
的
な
知
識
を
持
つ
委
員
に
よ
り
審
議
が
行
わ
れ
決
し
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
は
、
平
成
二
十
四
年
に
文
化
財
の
指
定
物
件
（
国
指
定
史
跡
な

ど
）
以
外
で
も
推
薦
で
き
る
よ
う
「
稼
働
中
の
産
業
遺
産
又
は
こ
れ
を
含
む
産
業
遺
産

群
を
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て
推
進
す
る
場
合
の
取
り
扱
い
等
に
つ
い
て
」
を
閣
議
決

定
し
た
規
制
緩
和
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
内
閣
官
房
に
有
識
者
会
議
を
設
置
し
、
そ
こ
か

ら
も
推
薦
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、
推
薦
で
き
る
国
の
機
関
が
文
化
庁
と
内
閣

官
房
の
二
本
立
て
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
七
年
推
薦
枠
に
つ
い
て
、
文
化
庁
は
「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
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連
遺
産
」
を
推
薦
候
補
と
し
た
が
、
内
閣
官
房
は
「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産　

九

州
・
山
口
と
関
連
地
域
」
を
推
薦
候
補
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
二
つ
の
機
関
が
異
な
る
候

補
を
選
ん
だ
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
決
す
る
か
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
官
房
長
官
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
官
房
長
官
が

内
閣
官
房
の
推
薦
候
補
を
選
ぶ
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
推
薦
資
産
が
文
化
財
で
は
な

い
た
め
、
世
界
遺
産
登
録
の
事
務
処
理
は
文
化
庁
の
所
管
に
は
な
ら
ず
、
内
閣
官
房
地

域
活
性
化
総
合
事
務
局
が
行
っ
た
。

　

世
界
遺
産
は
、
ユ
ネ
ス
コ
が
「
普
遍
的
な
価
値
を
有
す
る
遺
産
を
人
類
の
全
体
の
財

産
と
し
て
保
護
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
専
門
機
関
に
よ
る
極
め
て
専
門
性
の
高
い
調

査
と
審
査
を
課
し
、
厳
格
に
選
定
し
て
い
る
。
選
定
の
基
準
は
あ
く
ま
で
も
遺
産
と
し

て
の
価
値
で
あ
り
、
政
治
的
に
最
終
選
定
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
感
じ
る
。
イ
コ
モ

ス
や
世
界
遺
産
委
員
会
が
、
地
域
活
性
化
な
ど
の
遺
産
評
価
以
外
の
要
素
に
よ
る
選
択

が
行
わ
れ
た
と
の
疑
念
を
い
だ
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。
世
界
遺
産
は
「
遺
産
の
普
遍

的
な
価
値
の
評
価
と
保
護
」
が
最
大
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
北
海
道
・
北
東
北
を
中
心
と
し
た
縄
文
遺
跡
群
」
の
動
向
と
今
後
の
課
題

　

平
成
十
八
年
、
特
別
史
跡
「
三
内
丸
山
遺
跡
」
を
有
す
る
青
森
県
は
、「
青
森
県
の

縄
文
遺
跡
群
」
の
提
案
書
を
提
出
し
た
。
同
じ
年
、
秋
田
県
も
縄
文
時
代
の
大
規
模
な

列
石
遺
構
で
あ
る
「
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
」
の
提
案
書
を
提
出
し
た
。

　

平
成
十
九
年
八
月
の
第
一
一
回
北
海
道
北
東
北
知
事
サ
ミ
ッ
ト
で
共
同
提
案
に
正
式

合
意
し
た
。
個
別
の
提
案
で
は
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
と
判
断
し
、
一
万
年

間
も
続
い
た
縄
文
文
化
を
網
羅
す
る
代
表
的
な
遺
跡
で
構
成
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

同
年
十
二
月
、
特
徴
あ
る
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
有
す
る
北
海
道
・
青
森
県
・
秋
田
県
・

岩
手
県
は
、
縄
文
文
化
と
い
う
大
き
な
く
く
り
の
中
で
広
域
的
な
遺
跡
群
を
一
体
の
資

産
と
す
る
「
縄
文
遺
跡
群
」
の
共
同
提
案
書
を
文
化
庁
に
提
出
し
た
。
こ
の
時
点
で
遺

跡
群
は
、
北
海
道
の
四
ヵ
所
、
青
森
県
の
八
ヵ
所
、
秋
田
県
の
二
ヵ
所
、
岩
手
県
の
一
ヵ

所
の
合
計
一
五
ヵ
所
の
遺
跡
（
資
産
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

平
成
二
十
年
、
国
の
審
査
に
よ
り
「
世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
」
へ
の
記
載
が
決
定
。

　

平
成
二
十
一
年
一
月
、ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
の
暫
定
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
。

こ
れ
で
よ
う
や
く
世
界
文
化
遺
産
登
録
へ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
年
六
月
、
北
海
道
と
東
北
三
県
、
関
係
一
四
市
町
は
「
縄
文
遺
跡
群
世
界
遺
産
登

録
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、
本
格
的
な
準
備
作
業
に
着
手
し
た
。
前
述
の
手
順
③
ま
で

終
了
し
た
こ
と
に
な
る
。

平
成
四
年
記
載

①
古
都
鎌
倉
の
寺
院
・
神
社
ほ
か
（
神
奈
川
県
）　　

推
薦
希
望
時
期
未
定

②
彦
根
城　
（
滋
賀
県
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
推
薦
希
望
時
期
未
定

平
成
十
九
年
記
載

③
飛
鳥
・
藤
原
の
宮
都
と
そ
の
関
連
資
産
群
（
奈
良
県
）
推
薦
希
望
時
期
未
定

④
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
施
設
（
長
崎
県
・
熊
本
県
）
平
成
二
十
八
年
枠
推
薦

決
定

⑤
国
立
西
洋
美
術
館
本
館
（
東
京
都
）　　
　
　
　
　
　

日
本
を
含
め
七
ヵ
国
で
推
薦
済
み

平
成
二
十
一
年
記
載　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
北
海
道
・
北
東
北
を
中
心
と
し
た
縄
文
遺
跡
群
（
北
海
道
・
青
森
県
・
岩
手
県
・
秋
田
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

平
成
二
十
七
年
（
Ｈ
29
枠
）
推
薦
希
望

⑦
九
州
・
山
口
の
近
代
化
産
業
遺
産
群
（
福
岡
県
・
山
口
県
ほ
か
四
県
）
平
成
二
十
七
年
枠

推
薦
決
定

⑧
宗む
な
か
た像

・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
（
福
岡
県
）　　
　

 

平
成
二
十
七
年
（
Ｈ
29
枠
）
推
薦
希
望

平
成
二
十
二
年
記
載

⑨
金
を
中
心
と
す
る
佐
渡
鉱
山
の
遺
産
群
（
新
潟
県
）
平
成
二
十
七
年
（
Ｈ
29
枠
）
推
薦
希
望

⑩
百も

ず
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
（
大
阪
府
）　　
　
　
　
　

 

平
成
二
十
七
年
（
Ｈ
29
枠
）
推
薦
希
望

表
１
　
世
界
遺
産
暫
定
一
覧
表
（
平
成
二
十
六
年
七
月
現
在
）



37

　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
、
北
海
道
の
千
歳
市
「
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
」
を
含
む
二
遺
跡

と
青
森
県
の
一
遺
跡
を
加
え
ら
れ
計
一
八
遺
跡
が
構
成
資
産
に
な
っ
た
。

　

平
成
二
十
五
年
七
月
、
推
薦
書
原
案
を
文
化
庁
に
提
出
し
た
。
手
順
の
④
ま
で
作
業

が
進
ん
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
の
目
標
は
、
毎
年
一
件
の
推
薦
枠
の
獲
得
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
六
年
七
月
、
二
十
八
年
推
薦
枠
に
「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関

連
遺
産
」
の
推
薦
が
文
化
庁
文
化
審
議
会
で
決
定
し
た
。
来
年
決
定
す
る
推
薦
枠
は
、

二
九
年
の
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、「
縄
文
遺
跡
群
」
が
推
薦
を
勝
ち

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
枠
で
あ
る
。今
後
の
日
程
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
七
年
七
月
頃
ま
で
に
推
薦
資
産
の
決
定
が
あ
る
（
手
順
⑤
）。
同
年
九
月

末
ま
で
に
国
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
へ
暫
定
版
推
薦
書
を
提
出
し
（
手
順
⑥
）、
二
十
八
年
二

月
一
日
ま
で
に
正
式
版
推
薦
書
を
提
出
す
る
（
手
順
⑦
）。
そ
の
後
イ
コ
モ
ス
の
調
査

と
審
査
を
受
け
（
手
順
⑧
）、
そ
し
て
二
十
九
年
六
月
頃
に
開
催
さ
れ
る
世
界
遺
産
委

員
会
で
登
録
の
可
否
が
決
す
る
（
手
順
⑨
）
予
定
で
あ
る
。

　

現
在
、「
縄
文
遺
跡
群
」
以
外
で
平
成
二
十
七
年
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
は
、
表
１

の
⑧
・
⑨
・
⑩
の
三
件
で
あ
り
、
実
質
四
件
の
競
合
で
あ
る
。
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
の
世
界
文
化
遺
産
・
無
形
文
化
遺
産

部
会
（
第
一
回
）
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
（
４
‐
１
）
に
、
候
補
そ
れ
ぞ
れ
の
準

備
状
況
と
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
準
備
作
業
状
況
は
価
値
付
け
・
緩
衝
地
帯
・
推
薦

書
の
作
成
・
包
括
的
管
理
計
画
の
策
定
の
四
項
目
を
挙
げ
て
報
告
し
て
い
る
が
、
候
補

の
四
件
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
く
、
横
並
び
と
い
っ
て
も
良
い
状
況
で
あ
る
。

　

次
に
課
題
で
あ
る
が
、「
縄
文
遺
跡
群
」
は
資
産
選
択
の
再
検
討
が
挙
げ
ら
れ
、
特

に
北
海
道
・
東
北
と
い
う
地
域
に
限
る
こ
と
の
説
明
を
精
緻
化
す
る
こ
と
と
、
資
産
構

成
の
さ
ら
な
る
検
討
を
強
く
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
候
補
に
比
べ
や
や
重
い
課
題

で
あ
る
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
日
本
中
に
存
在
す
る
中
で
、
北
海
道
と
北
東
北
の
遺
跡

に
限
定
し
た
説
明
を
論
理
的
に
詰
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
文
化
庁
で
は
各
候
補
（
自

治
体
）
に
対
し
て
課
題
等
を
伝
達
し
、
専
門
委
員
会
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
後
に
、

推
薦
を
決
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

推
薦
枠
獲
得
の
大
き
な
山
場
は
、来
年
の
六
～
七
月
の
文
化
庁
文
化
審
議
会
で
あ
る
。

　

個
人
的
な
意
見
で
は
あ
る
が
、競
合
す
る
候
補
の
中
で
最
強
の
ラ
イ
バ
ル
は
「
宗
像
・

沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
で
あ
る
。
古
代
の
精
神
文
化
を
示
す
遺
跡
群
を
そ
の
ま
ま
現

代
ま
で
残
し
、
古
代
か
ら
の
宗
教
的
な
営
み
が
今
日
ま
で
同
じ
島
で
行
わ
れ
て
き
た
永

続
性
・
不
変
性
は
、
世
界
的
に
見
て
も
稀
有
な
存
在
と
い
え
る
。
資
産
構
成
が
コ
ン
パ

ク
ト
で
あ
り
、
イ
ン
パ
ク
ト
も
十
分
に
あ
る
。
ま
た
、
課
題
等
の
指
摘
も
少
な
く
ゴ
ー

ル
ま
で
最
も
近
い
位
置
に
い
る
候
補
か
も
知
れ
な
い
。

　

文
末
に
平
成
二
十
七
年
に
推
薦
が
決
定
し
た
場
合
の
大
ま
か
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示

し
た
（
表
３
）。

「
北
海
道
・
北
東
北
を
中
心
と
し
た
縄
文
遺
跡
群
」
の
構
成
遺
跡

　

縄
文
文
化
は
、
日
本
列
島
の
温
暖
湿
潤
な
気
候
の
中
で
約
一
万
年
間
に
わ
た
っ
て
狩

猟
・
漁
労
・
採
集
生
活
が
継
続
し
た
文
化
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
な
ど
で
進

展
を
見
せ
た
農
耕
・
牧
畜
文
化
と
は
異
な
り
、
自
然
と
の
親
和
性
・
一
体
性
が
極
め
て

高
く
、
日
本
列
島
に
お
い
て
発
達
し
た
固
有
の
先
史
文
化
で
あ
る
。
寒
冷
化
や
温
暖
化

な
ど
の
様
々
な
気
候
変
動
へ
も
対
応
し
、
列
島
の
中
で
一
定
の
価
値
観
を
共
有
し
な
が

ら
連
綿
と
一
万
年
間
も
継
続
し
た
文
化
は
、世
界
の
先
史
文
化
の
中
で
も
稀
有
で
あ
る
。

　

北
海
道
・
北
東
北
地
域
は
、列
島
の
中
で
も
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
最
も
多
く
見
つ
か
っ

て
き
た
地
域
で
あ
る
。

　
「
縄
文
遺
跡
群
」
の
遺
跡
の
構
成
は
、
表
２
に
示
し
た
。
縄
文
時
代
の
始
ま
る
草
創

期
か
ら
終
焉
を
迎
え
る
晩
期
ま
で
時
間
軸
を
柱
に
、
貝
塚
や
集
落
、
墓
域
な
ど
の
様
々

な
性
格
の
遺
跡
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
い
ず
れ
も
国
の
指
定
史
跡
で
あ

り
、
日
本
の
縄
文
文
化
を
代
表
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
「
太お
お
だ
い
や
ま
も
と

平
山
元
遺
跡
」
か
ら
は
約
一
万
六
〇
〇
〇
年
前
の
日
本
最
古
の
土
器

が
出
土
し
、
縄
文
土
器
の
出
現
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
。

　

北
海
道
南
茅
部
（
函
館
）
の
「
大
船
遺
跡
」
や
青
森
県
の
「
三
内
丸
山
遺
跡
」、
岩

手
県
の
「
御
所
野
遺
跡
」
な
ど
は
大
規
模
な
集
落
跡
で
あ
る
。
当
時
の
居
住
状
況
や
集

落
内
の
土
地
利
用
（
住
居
や
広
場
、
墓
域
、
祭
祀
場
等
）
な
ど
、
集
落
を
総
合
的
に
解

明
で
き
る
貴
重
な
遺
跡
で
あ
る
。

　

ま
た
、
青
森
県
の
「
長ち

ょ
う
し
ち
や
ち

七
谷
地
貝
塚
」
・
北
海
道
の
「
北き
た
こ
が
ね

黄
金
貝
塚
」
な
ど
の
貝
塚

遺
跡
か
ら
は
、
当
時
の
人
び
と
が
食
料
に
し
た
多
量
の
貝
や
魚
、
鯨
類
、
海
獣
の
骨
な

ど
と
と
も
に
、
角
や
骨
を
加
工
し
た
釣
針
や
銛
先
な
ど
の
様
々
な
道
具
が
出
土
し
て
い

る
。
食
生
活
や
漁
猟
や
狩
猟
、
道
具
の
加
工
技
術
な
ど
を
含
め
た
生
業
を
知
る
う
え
で

不
可
欠
な
遺
跡
で
あ
る
。
ま
た
、
貝
塚
で
墓
が
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
出
土
し
た
保

存
状
態
の
良
好
な
人
骨
が
、
縄
文
人
の
人
類
学
的
な
研
究
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

　

青
森
県
の
「
是
川
石
器
時
代
遺
跡
」
と
「
亀
ヶ
岡
石
器
時
代
遺
跡
」
は
低
湿
地
遺
跡

で
あ
る
。
土
中
で
水
に
つ
か
っ
た
状
態
の
遺
跡
か
ら
は
、
通
常
で
は
腐
食
し
消
失
し
て

し
ま
う
木
製
品
や
繊
維
製
品
な
ど
が
出
土
し
、
赤
や
黒
の
漆
が
塗
ら
れ
た
漆
器
な
ど
も

数
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
。
縄
文
時
代
か
ら
続
く
日
本
の
木
工
技
術
や
漆
工
芸
技
術
を

解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

秋
田
県
の
「
大お

お
ゆ湯

環
状
列
石
」・「
伊い
せ
ど
う
た
い

勢
堂
岱
遺
跡
」、
北
海
道
「
鷲
ノ
木
遺
跡
」、
青

森
県
「
小こ

ま
き
の

牧
野
遺
跡
」
な
ど
は
大
規
模
な
環
状
列
石
で
あ
る
。
列
石
に
囲
ま
れ
た
内
側

は
、
聖
域
や
墓
域
と
考
え
ら
れ
当
時
の
精
神
文
化
を
象
徴
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
造
営
の

際
は
、
大
規
模
な
土
地
の
造
成
や
多
量
の
石
の
運
搬
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
支
え
る

社
会
と
精
神
文
化
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

　

同
様
に
大
規
模
な
土
木
工
事
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
の
が
、
千
歳
市
の
「
キ
ウ
ス
周

堤
墓
群
」
で
あ
る
。
周
堤
墓
は
北
海
道
の
千
歳
域
（
石
狩
低
地
帯
南
西
域
）
を
中
心
に

存
在
す
る
固
有
の
集
団
墓
地
で
あ
る
。
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
の
規
模
は
、
日
本
最
大
で
他

に
類
を
見
ず
、
三
二
〇
〇
年
前
に
造
ら
れ
た
頃
の
状
態
を
、
現
在
の
地
表
面
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
。
遺
跡
に
立
つ
と
、
縄
文
時
代
の
造
営
を
成
し

遂
げ
た
人
の
力
・
心
の
力
、
造
営
を
支
え
た
社
会
の
力
を
体
現
で
き
る
。

キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
の
整
備
事
業　

　

最
後
に
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
の
整
備
事
業
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
国
の
指
定
史
跡
で
あ

る
周
堤
墓
群
は
、
保
存
や
活
用
の
た
め
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
整
備
は
史
跡
の
管
理
団

体
（
千
歳
市
）
の
責
務
で
あ
り
、
世
界
文
化
遺
産
の
登
録
と
関
係
な
く
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
世
界
遺
産
に
対
応
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
在
は
文
末
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
表
４
）
に
示
す
年
次
計
画
が
あ
り
、
平
成

三
十
年
度
に
整
備
が
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。
世
界
遺
産
の
登
録
が
二
十
九
年
に
叶
え

ば
実
に
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
る
。

　

平
成
二
十
六
年
度
は
、
保
存
管
理
計
画
の
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
か
ら
整

備
に
向
け
て
、
周
辺
部
の
試
掘
調
査
が
始
ま
っ
た
。「
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
」
の
新
し
い

歴
史
が
動
き
始
め
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
・
千
歳
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
長
）

参
考
文
献
・
資
料

　

宇
田
川
洋
編
『
河
野
常
吉
ノ
ー
ト
考
古
編
２
』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
昭
和

五
十
八
（
１
９
８
３
）
年

　

千
歳
市
・
千
歳
市
教
育
委
員
会　
『
千
歳
遺
跡
』　

昭
和
四
十
二
（
１
９
６
７
）
年

　

千
歳
市
史
編
纂
委
員
会
編　
『
新
千
歳
市
史
』　

千
歳
市　

平
成
二
十
二
（
２
０
１
０
）
年　

こ
の
他
、

本
稿
は
日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟
・
文
化
庁
・
北
海
道
・
千
歳
市
・
縄
文
遺
跡
群
世
界
遺
産
登
録

推
進
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
し
て
い
る
情
報
を
参
考
に
し
た
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表２　『北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群』の構成資産（時代順）

No． 遺跡名 指定区分 時代区分 遺跡の内容 所在地

1 　太平山元遺跡 史跡 縄文草創期 日本最古の土器 青森県外ヶ浜町

2 　長七谷地貝塚 史跡 早期 貝　　　塚 青森県八戸市

3 　垣ノ島遺跡 史跡 早期～後期 集落遺跡 北海道函館市

4 　北黄金貝塚 史跡 前期 貝　　　塚 北海道伊達市

5 　田小屋野貝塚　 史跡 前期～中期 貝　　　塚 青森県つがる市

6 　二ッ森貝塚 史跡 前期～中期 貝　　　塚 青森県七戸町

7 　三内丸山遺跡 特別史跡 前期～中期 集落遺跡 青森県青森市

8 　入江 ・ 高砂貝塚 史跡 前期～後期 貝　　　塚 北海道洞爺湖町

9 　大船遺跡　 史跡 中期 集落遺跡 北海道函館市

10 　御所野遺跡 史跡 中期 集落遺跡 　岩手県一戸町

11 　鷲ノ木遺跡 史跡 後期 環状列石 北海道森町

12 　小牧野遺跡 史跡 後期 環状列石 青森県青森市

13 　伊勢堂岱遺跡 史跡 後期 環状列石 秋田県北秋田市

14 　大湯環状列石 特別史跡 後期 環状列石 秋田県鹿角市

15 　キウス周堤墓群 史跡 後期 周堤墓群 北海道千歳市

16 　是川石器時代遺跡 史跡 晩期 低湿地遺跡 青森県八戸市

17 亀ヶ岡石器時代遺跡 史跡 晩期 低湿地遺跡 青森県つがる市

18 　大森勝山遺跡 史跡 晩期 環状列石 青森県弘前市

表３　「北海道・北東北の縄文遺跡群」　世界文化遺産登録までの想定スケジュール

表４　国指定史跡「キウス周堤墓群」整備事業のスケジュール（予定）

世界遺産への登録までの諸手続き

キウス周堤墓群の整備事業

周辺部の試掘調査・保存管理計画の策定

基本計画・整備計画（実施設計）の策定

整備工事

平成27年（2015）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

（ 6 月 頃）

（ 7 月 頃 ）

（2/1）

1 1 13 3 36 6 69 9 912 12 12

平成28年（2016） 平成29年（2017）

政府による推薦資産の選定・決定

日本国からユネスコへ推薦書（正式）の提出

国 際 記 念 物 遺 跡 会 議 （ イ コ モ ス ） の 調 査 ・ 審 査 ・ 勧 告

ユ ネ ス コ 世 界 遺 産 委 員 会 に よ る 審 査 、 登 録 の 可 否 決 定


